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月
８
日
、
町
総
合
運
動
公
園
に

１０
お
い
て
、
第
２
回
町
民
体
育
大
会
が

開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

大
会
は
、
素
晴
ら
し
い
秋
空
の
下
、

各
地
区
か
ら
多
く
の
選
手
や
応
援
の

方
が
来
場
し
盛
大
に
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

競
技
は
６
地
区
対
抗
で
、
リ
レ
ー

や
綱
引
き
、
玉
入
れ
な
ど
幅
広
い
年

代
の
選
手
に
よ
り
競
わ
れ
た
ほ
か
、

新
た
に
応
援
合
戦
が
種
目
に
組
み
込

ま
れ
、
各
地
区
と
も
ユ
ニ
ー
ク
な
応

援
を
披
露
し
、
観
客
か
ら
熱
い
声
援

を
受
け
て
い
ま
し
た
。

　

熱
戦
の
末
、
神
川
地
区
が
優
勝
し
、

大
会
２
連
覇
を
達
成
し
ま
し
た
。

開
会
式
で
表
彰
さ
れ
た
優
秀
ス
ポ
ー

ツ
選
手
・
団
体
（
敬
称
略
）

大
山　

雄
三
（
麓
自
治
会
）

　

鹿
屋
農
業
高
校
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
部

に
所
属
し
、
全
国
高
等
学
校
総
合
体

育
大
会
に
出
場
し
た
ほ
か
、
国
民
体

育
大
会
の
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
少
年
男
子

の
県
代
表
に
選
抜
さ
れ
活
躍
。

臼
山　

由
理
（
新
田
自
治
会
）

　

鹿
屋
高
校
ボ
ー
ト
部
に
所
属
し
、

全
国
高
等
学
校
総
合
体
育
大
会
ボ
ー

ト
競
技
に
県
代
表
で
出
場
し
活
躍
。

安
田　

芽
衣
（
昇
陽
自
治
会
）

　

田
代
中
学
校
剣
道
部
に
所
属
し
、

全
国
中
学
校
剣
道
選
手
権
大
会
の
個

人
の
部
に
鹿
児
島
県
代
表
と
し
て
出

場
し
活
躍
。

田
代
中
学
校
剣
道
部

　

全
国
中
学
校
剣
道
選
手
権
大
会
の

団
体
の
部
に
県
代
表
と
し
て
出
場
し

活
躍
。

表彰を受けた個人・団体の皆さん

幼児も楽しく参加。一生懸命頑張りました。 各地区とも素晴らしい応援を披露
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第２回町民体育大会成績
総合成績

応援

各種目成績（1位のみ掲載）

記　　録氏　　　　名地　区種　目

１
０
０
ｍ
走

′20″0原　口　広　一麓小 １ 男

′20″2野　間　ひかり神 川小 １ 女

′17″7安　樂　紘　也川 原小 ２ 男

′19″3荒　武　純　佳馬 場小 ２ 女

′17″2山　下　翔　平麓小 ３ 男

′17″4竹　田　春　花麓小 ３ 女

′15″9木　下　統　偉馬 場小 ４ 男

′16″9鳥　越　いずみ馬 場小 ４ 女

′15″5冨　尾　雄　大川 原小 ５ 男

′15″4井手口　雅菜香麓小 ５ 女

′15″3木　下　優　希馬 場小 ６ 男

′15″6水　口　　　静城 元小 ６ 女

′14″9満　留　康　仁神 川中 １ 男

′15″8鳥　越　沙　樹馬 場中 １ 女

′13″5川　畑　範　季麓中 ２ 男

′14″6永　田　歩　弓城 元中 ２ 女

′12″7菖　蒲　清　也神 川中 ３ 男

′15″0迫　　　みちる神 川中 ３ 女

′12″0野　間　隼　史神 川高 校 生 男

′15″0牛　飼　夏　子神 川高 校 生 女

′12″6岩　蒼　伸　矢馬 場２０代男

′15″9岩　下　のぞみ馬 場２０代女

′13″2池　水　国　博馬 場３０代男

′16″9福　園　奈　美神 川３０代女

′13″2大　寺　和　久麓４０代男

′16″8菖　蒲　美代子神 川４０代女

′14″3榎　本　久　美池 宿５０代男

６位４位４位３位２位１位順位

川原城元麓馬場池宿神川地区

153189189199249263得点

和気あいあい
していたで賞

思いっきりハッス
ルしていたで賞

はつらつ
チームワーク賞

大会会長賞優秀賞最優秀賞賞

城元馬場川原麓池宿神川地区

記　　録地区種　　　　　目

ト
ラ
ッ
ク
競
技

2′50″2池宿20～50歳男女ムカデ競争リレー1組

3′22″2神川20～50歳男女ムカデ競争リレー2組

1′32″1神川高校生男女混合リレー

1′28″7麓20歳代男女混合リレー

1′32″6馬場30歳代男女混合リレー

1′37″9神川40歳代男女混合リレー

2′23″4池宿小4・5・6年一輪車グランプリ1組

2′48″3神川小4・5・6年一輪車グランプリ２組

1′28″7池宿18～29男女チキチキ大レース1組

1′50″6池宿18～29男女チキチキ大レース2組

1′27″2麓一般男女お散歩コロコロ1組

1′22″2麓一般男女お散歩コロコロ2組

1′25″5神川一般男女お散歩コロコロ3組

1′27″6神川一般男女お散歩コロコロ4組

2′40″8馬場小・中女子900m総合リレー

3′15″0神川小・中男子1200ｍ総合リレー

1′40″3池宿高校・一般女子600m総合リレー

2′34″3神川高校・一般男子1100ｍ総合リレー

地　　区種　　　　　　　目フ
ィ
ー
ル
ド
競
技

神 川６０歳以上男女お手玉入れ

神 川一般男女増殖リレー

池宿・馬場６０歳以上男女ゲートボール

麓３０歳以上男女綱引き

池 宿中学生男女おおなわ跳び

各
地
区
か
ら
選
抜
さ
れ
た
人
が
出
場

し
た
総
合
リ
レ
ー
。
応
援
に
も
力
が

入
り
ま
し
た
。

　

歳
以
上
男
女
に
よ
る
玉
入
れ
。
皆

60さ
ん
一
位
を
目
指
し
て
一
生
懸
命
で

す
。

麓
地
区
の
応
援
団
長
は
今
年
も
観
客

を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
ま
し
た
。

婦
人
に
よ
る
マ
ス
ゲ
ー
ム
。
息
の

あ
っ
た
美
し
い
演
技
を
披
露
し
大
会

に
華
を
そ
え
ま
し
た
。

ち
ょ
っ
と
慌
て
て
し
ま
い
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
場
面
が
大
会
を
盛
り
上

げ
て
く
れ
ま
す
。



4

平成18年10月から

国民健康保険と老人保健国民健康保険と老人保健がが
変わりました変わりました！！

平成18年10月1日から医療保険が改正され医療費の自己負担などが変わりました。

　　高額療養費の自己負担限度額が変わりました

　同じ人が同じ月内に、同一の医療機関に支払った自己負担額の合計が高額になった場合、申請を

して認められると、自己負担限度額を超えた分は高額療養費として支給されます。今回の改正で、

70歳未満の人は下表のように自己負担限度額が一部引き上げられました。

　自己負担限度額（月額）　　　　　　　　　　　　自己負担限度額（月額）

※１　基礎控除後の総所得金額などが600万円（平成18年９月30日までは670万円）を超える世帯。

※２　過去12か月間に、一つの世帯での支給が４回以上あった場合の４回目以降の限度額。

　病気の予防や健康づくりに取り組むとともに、

上手な受診を心がけ、すこやかな長寿社会を目

指しましょう。

平成18年９月30日まで

４回目以降※２３回目まで

40,200円

72,300円＋
医療費が241,000円を

超えた場合は、その超

えた分の１％を加算

一　　　般

77,700円

139,800円＋
医療費が466,000円を

超えた場合は、その超

えた分の１％を加算

上位

所得者※１

24,600円35,400円
住民税

非課税世帯

平成18年10月１日から

４回目以降※２３回目まで

44,400円

80,100円＋
医療費が267,000円を

超えた場合は、その超

えた分の１％を加算

一　　　般

83,400円

150,000円＋
医療費が500,000円を

超えた場合は、その超

えた分の１％を加算

上位

所得者※１

24,600円35,400円
住民税

非課税世帯

70歳未満の人は

施

○医療費を大切に使いましょう

！

70歳未満の人

問い合わせ先：本庁保険福祉課（国民健康保険係）　0994-22-3041

支所住民生活課（保険係）　　　　　0994-25-2511
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　　出産育児一時金が変わりました
被保険者が出産した時に受けられる出産育児一時金の支給額が30万

円から35万円に引き上げられました。

Ⅰ児につき 300,000円　　　　　Ⅰ児につき 350,000円

～ お 知 ら せ ～
※医療費が高額になったら
　70歳未満の人で１か月の病院で支払う金額が高額になった場合は、自己負担限

度額を超えた金額を町が病院へ支払う制度があります。

【申込方法】

　　保険証、印鑑を持って保健福祉課国民健康保険係（本庁）又は住民生活課保険係

（支所）窓口でお申し込みください。

　　高額療養費（高額医療費）の自己負担限度額が変わりました

　同じ月内に医療機関に支払った自己負担額の合計が高額になった場合、申請をして認められる

と、自己負担限度額を超えた分は高額療養費（高額医療費）として支給されます。70歳以上または

老人保健で医療を受ける人は下表のように自己負担限度額が一部引き上げられました。

　自己負担限度額（月額）　　　　　　　　　　　　自己負担限度額（月額）

平成18年９月30日まで 平成18年10月１日から

外来＋入院

（世帯単位）

外　来

（個人単位）

72,300円＋
医療費が361,500円を

超えた場合は、その超

えた分の１％を加算

（４回目以降の場合

　 40,200円）

40,200円
上位

所得者※１

40,200円12,000円一　　　般

24,600円
  8,000円

低所得者Ⅱ

15,000円低所得者Ⅰ

外来＋入院

（世帯単位）

外　来

（個人単位）

80,100円＋
医療費が267,000円を

超えた場合は、その超

えた分の１％を加算

（４回目以降の場合

　 44,400円）

44,400円
上位

所得者※１

44,400円12,000円一　　　般

24,600円
  8,000円

低所得者Ⅱ

15,000円低所得者Ⅰ

施

70歳以上の人は

こんなときも

！

！

70歳以上の人

平成18年９月30日まで 平成18年10月Ⅰ日から

施
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　10月22日、町総合運動公園において、第１回

地区公民館対抗ソフトボール大会が開催されま

した。

　この大会は、スポーツの振興と地区公民館の

融和と親睦を目的に、今回はじめて行われ、ス

ローピッチ、出場選手の合計年齢が３７０歳以上と

いうルールで、各パートの優勝をかけて熱戦が

繰り広げられました。

　

　大会の結果は以下のとおりです。

地区公民館対抗
ソフトボール大会開催

Ｃパート優勝

麓地区公民館

　０　　宇

麓 馬場選抜

Ｃパート

麓

池田山太郎上　部

馬場選抜 宿利原Ｂ

Ｂパート優勝

川原地区公民館

　２　　韻

川　原 馬場チャンピオン

Ｂパート

宿利原Ａ

馬場チャンピオン川　原

神川Ａ 城元Ａ

第１回錦江町地区公民館対抗

ソフトボール大会結果

Ａパート優勝

城元地区公民館Ｂ

　０　　隠

城元Ｂ 花　瀬

Ａパート

神川Ｂ

大　原花　瀬

城元Ｂ 池田つちのこ１

迂

１

１

２

０

韻

宇

０

右

２

０

陰

０

羽

３

３

烏

卯

２

０

陰

３

宇

０

丑

４

０

右

４
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　10月13日、町総合運動公園において、陸上記録会が

開催されました。

　陸上記録会は町内の小学５・６年生（６校、男子99

人、女子１００人）が参加して行われ、これまで練習した

成果を十分に発揮して、高記録を目指し一生懸命頑張

りました。

　大会結果は以下のとおりです。

陸上記録会

陸上記録会記録（各種目1位のみ掲載）　　　　 は大会新記録　　　　　 はタイ記録

　５年男子

記　録氏　　名学校名種　　目

′15″6中 島 正 雄池 田100m走

3杓34尺船 迫 亮 介大根占走り幅跳び

1杓05尺山 口 祥 平田 代走り高跳び

45杓64尺川 路 勇 輝田 代ソフトボール投げ

3′38″5冨 尾 雄 大田 代1000m走

1′04″7冨 尾 雄 大田 代400ｍリレー

竹 田 史 天

坂 元 奎 介

山 下 信 二

　５年女子

記　録氏　　名学校名種　　目

′15″6井手口　雅菜香田 代100m走

3杓38尺折小野　夏　美田 代走り幅跳び

1杓00尺松 山 貴 絵大根占走り高跳び

36杓75尺中 村 美 穂池 田ソフトボール投げ

2′59″8松 山 優 季田 代800ｍ走

1′06″7井手口　雅菜香田 代400ｍリレー

川 畑 友 依

玉　泉　奈智亜

松 山 優 季

　６年男子

記　録氏　　名学校名種　　目

′14″9木 下 優 希大根占100m走

3杓94尺牧 原 功 弥宿利原走り幅跳び

1杓23尺宮 園 祐 毅田 代走り高跳び

50杓16尺竹 下 健 登大根占ソフトボール投げ

3′31″8木 下 優 希大根占1000m走

′11″7原 口 優 一大 原60mハードル走

1′04″5木 下 優 希大根占400ｍリレー

中 村 海 皇

熱 田　 翼

窓 崎 竜 弥

　６年女子

記　録氏　　名学校名種　　目

′15″4安 樂 円 香田 代100m走

3杓55尺斜 木 愛 里田 代走り幅跳び

1杓24尺水 口　 静大根占走り高跳び

46杓06尺岩 城 理 菜大根占ソフトボール投げ

3′03″2大　坪　みのり宿利原800ｍ走

′11″5安 樂 円 香田 代60mハードル走

1′05″9水 口　 静大根占400ｍリレー

水　口　みなみ

押領司　璃　子

久 保 沙 織

みなさんからの情報をお待ちしています。

企画課までご連絡ください。　察22－3032
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　10月19日、町文化センターにおい

て錦江町戦没者・殉職者合同追悼式が

行われました。

　追悼式は、錦江町の戦没者や消防

人として殉職された方の御霊を敬う

ために行われており、当日は、多くの

遺族の方の参加の下実施されました。

　先人の尊い犠牲を忘れずに、戦争

が行われない平和な日々が続くこと

を願います。

　10月16日、平成18年産の葉たばこ

販売が行われました。

　例年は曽於市岩川で行われていま

したが、今年からは都城市「南九州

リーフセンター」で実施されました。

　平成18年は、生産者85人、面積

158.97haの作付けがされました。

作柄は６・７月の日照不足により悪く、

収量が少なかったようです。来年は

よい作柄を目指して頑張ってくださ

い。

　10月6日、大根占小学校1～4年生（141人）、

法輪保育園児（26人）が県交通安全教育班

「ひまわり号」による交通安全教室に参加し

ました。

　参加した子どもたちは腹話術による交通安

全講話や横断歩道の渡り方などを熱心に受講

していました。

　また、９月には町内８か所で法令講習会が

行われ、1,203人の方が受講されました。高

齢者の高齢者による交通事故が多発していま

すので、交通安全法令講習などに積極的に参

加して、交通安全の意識を高めましょう。

　10月17日、林建設が錦江園の備品

に地震対策の施工を行いました。

　林建設は今年から高齢者や幼児を

預かる施設の備品に地震による転倒

防止や窓ガラスの飛散防止の対策を

ボランティアで行っております。林

代表取締役は「防災に対する意識が高

まり、関心をもつきっかけになれば

と思います。」と話されました。

　10月27日、漁業振興祭と放流祭がお

おすみ岬漁業協同組合前で行われまし

た。

　朝９時から、漁船パレードが行われ、

約40隻の漁船が大漁旗をなびかせなが

ら回遊し、続いて神事が行われ、組合

員や町、県の関係者が参列しました。

　その後、漁船２隻によるひらめの放

流のほか、余興が行われました。

　このような行事を通し、漁業がます

ます発展することを祈念します。

　10月31日、町文化センターにおいて、

クラシック・ハーモニカの室内楽コンサー

トが行われました。

　コンサートはハーモニカに和谷泰扶氏、

チェロに菊池知也氏、ピアノに野平一郎氏

の、国内外で活躍されている３人を迎え

て行われ、来場した町内中学生や多くの

町民は美しい調べに聴き入っていました。

　ハーモニカ、チェロ、ピアノの組み合わ

せによるコンサートはとても珍しいとのこと

で、たいへん貴重な体験をすることができ

ました。

戦没者・殉職者
合同追悼式 葉たばこ販売 交通安全教室

地震から守るために漁業振興祭
（えびす祭）

クラシック・ハーモニカ
の室内楽



広報 きんこう  2006.119

『『錦錦江江町町新新築築住住宅宅にに対対すするる
固固定定資資産産税税のの減減免免制制度度』』ががははじじままりりまますす。。

　★この減免制度の趣旨は！

　この減免制度は、錦江町に定住していただき、町の人口減少に歯止をかけるため、新築住宅の取得を税制面から

支援するとともに、錦江町内の活性化に寄与することを目的として創設した錦江町独自の軽減制度です。

○　減免を受けることができる新築住宅は・・・・・

　　・平成19年１月２日から平成22年１月１日までの間に新築された住宅

　　・錦江町内の法人及び個人の建築業者と請負契約がなされた新築住宅

○　減額される税額は・・・（今の制度）

　　・地方税法の新築住宅に係る

　　　固定資産税の減額を受ける場合

◎　『錦江町新築住宅に対する固定資産税の減免』を受けると！

～ 対象住宅（以下の要件をすべて満たすもの） ～

　①　平成19年１月２日から平成22年１月１日までの間に新築された住宅

　②　錦江町内の法人及び個人の建築業と請負契約がなされた新築住宅

　③　地方税法に基づく新築住宅減額の適用を受ける住宅

～ 減免の期間 ～　３年間（※国民健康保険税も減免の対象となります。）

（注１）全部減免の場合には、地方税法に基づく新築住宅に係る固定資産税の減額を含みます。

（注２）住宅に店舗等が含まれている併用住宅で、居住部分の床面積が全体の１／２に満たない場合は適用されません。

○　減免を受けるための手続は・・・・

　　税務課の職員が住宅の調査にお伺いした際に、申請書を提出していただくことになります。

　　※　錦江町内の法人及び個人の建築業者との請負契約等の写しが必要です。

　　※　町税等の滞納がある場合は減免の対象となりません。

　　※　国民健康保険税も減免の対象となります。

★この制度への問い合わせ・ご意見は、

錦江町役場　行政改革推進室　察 0994-22-3031 まで

50釈以上120釈以下の住宅

1/2が減額されま

す

120釈超280釈以下の住宅

120釈までは1/2

が減額されます

50釈以上120釈以下の住宅

地方税法による減

額とあわせて全額

が減免されます

120釈超280釈以下の住宅

地方税法の減額と

あわせて120釈ま

での税額は全部減

免

糸



10

保健師だより　

がんを予防しましょう

(保健衛生係）本庁保健福祉課

電話0994-22-3044

(保健衛生係）支所住民生活課

電話0994-25-2511

　

日
本
人
の
死
亡
原
因
の
１
位
を
占

め
る
が
ん
。

　

鹿
児
島
県
で
も
１
位
で
あ
り
加
齢

と
と
も
に
増
加
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

　

が
ん
を
防
ぐ
に
は
生
活
習
慣
の
改

善
と
早
期
発
見
が
重
要
で
す
。

　

町
で
は　

月
か
ら　

月
に
か
け
て

11

12

複
合
検
診
（
胃
が
ん
、
大
腸
が
ん
、

腹
部
超
音
波
検
診
を
同
時
実
施
）
を

行
い
ま
す
。
今
か
ら
で
も
申
し
込
み

を
受
け
付
け
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
受

診
く
だ
さ
い
。

＊
が
ん
を
防
ぐ
た
め
の　

か
条

12

陰
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
栄
養
を
と
る
。

隠
食
べ
す
ぎ
は
さ
け
、
脂
肪
は
ひ
か

え
め
に
。（
大
腸
が
ん
・
乳
が
ん
・

前
立
腺
が
ん
）

韻
お
酒
は
ほ
ど
ほ
ど
に
。（
肝
が
ん
）

吋
で
き
る
だ
け
禁
煙
。（
肺
が
ん
）

右
食
物
繊
維
を
と
る
よ
う
に
。（
大

腸
が
ん
）

宇
塩
辛
い
も
の
は
少
な
め
に
。
熱
い

も
の
は
冷
ま
し
て
か
ら
。（
胃
が

ん
）

烏
食
物
の
こ
げ
た
部
分
は
さ
け
る
。

羽
か
び
の
生
え
た
も
の
は
注
意
。

迂
日
光
に
あ
た
り
す
ぎ
な
い
。（
皮

膚
が
ん
）

雨
適
度
に
運
動
す
る
。

卯
体
を
清
潔
に
。

鵜
日
常
生
活
に
笑
い
を
取
り
入
れ
る
。

複
合
検
診
日
程

（
受
付
時
間
７
時　

分
30

　
　
　
　
　
　
　

～
８
時　

分
）

30

　

月
11
　

日（
火
）池
田
研
修
セ
ン
タ
ー

21
　

日（
水
）宿
利
原
研
修
セ
ン
タ
ー

22
　

日（
水
）神
川
地
区
公
民
館

29
　

日（
木
）神
川
地
区
公
民
館

30
　

月
12１

日（
金
）大
根
占
保
健
セ
ン
タ
ー

６
日（
水
）大
根
占
保
健
セ
ン
タ
ー

７
日（
木
）大
根
占
保
健
セ
ン
タ
ー

８
日（
金
）花
瀬
で
ん
し
ろ
う
館

　

日（
月
）大
原
多
目
的
集
会
施
設

11
　

日（
火
）川
原
畜
産
管
理
セ
ン
タ
ー

12
　

日（
水
）川
原
畜
産
管
理
セ
ン
タ
ー

13
　

日（
木
）田
代
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

14
　

日（
金
）田
代
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

15

年金だより　

年末調整や確定申告には

社会保険料控除証明書を

電話0994-22-3039本庁住民課（年金係）

電話0994-25-2511支所住民生活課（住民係）

社
会
保
険
料
控
除
に
証
明
書
が
必

要
で
す

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
納
付
し
た

全
額
が
所
得
税
・
市
町
村
民
税
な
ど

の
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な
り

ま
す
。
国
民
年
金
保
険
料
を
社
会
保

険
料
控
除
と
し
て
申
告
す
る
場
合
は
、

今
年
１
年
間
に
納
付
（
納
付
見
込
み

を
含
む
）
し
た
国
民
年
金
保
険
料
を

証
明
す
る
書
類
の
添
付
な
ど
が
必
要

で
す
。

　

「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険

料
）
控
除
証
明
書
」
ハ
ガ
キ
が
、
社

会
保
険
庁
か
ら
毎
年　

月
初
旬
に
送

11

付
さ
れ
ま
す
。

　

証
明
内
容
は

陰
本
年
１
月
か
ら　

月
２
日
ま
で
に

10

納
付
さ
れ
た
国
民
年
金
保
険
料
額

隠
年
内
に
納
付
が
見
込
ま
れ
る
場
合

の
納
付
見
込
額
で
す
。

　

納
付
忘
れ
な
ど
が
あ
る
場
合
も
、

年
内
に
納
付
す
れ
ば
、
今
年
分
の
控

除
と
し
て
申
告
す
る
こ
と
が
出
来
ま

す
。

　

年
の
途
中
か
ら
国
民
年
金
に
加
入

し
た
場
合
な
ど
、　

月
３
日
以
降
に

10

本
年
初
め
て
保
険
料
を
納
付
す
る
方

に
つ
い
て
は
、
翌
年
２
月
初
旬
に
同

様
の
証
明
書
が
送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、

平
成　

年
中
に
国
民
年
金
の
保
険
料

18

を
納
付
し
た
方
全
員
に
こ
の
証
明
書

が
送
付
さ
れ
ま
す
。

　

年
末
調
整
ま
た
は
確
定
申
告
の
手

続
き
の
際
は
必
ず
こ
の
証
明
書
や
領

収
書
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

ご
家
族
の
保
険
料
も
納
め
て
い
る

方
は
？

　

ご
家
族
の
国
民
年
金
保
険
料
を
納

付
し
た
場
合
は
、
そ
の
納
付
額
の
全

額
が
納
付
し
た
方
の
所
得
税
な
ど
の

控
除
対
象
と
な
り
ま
す
。

年
金
相
談
が
予
約
で
き
ま
す
。

　

年
金
相
談
の
予
約
が
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
詳
し
い
事
は
鹿
屋

社
会
保
険
事
務
所
へ
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

控除証明書専用ダイヤル

0570-00-9911

平成18年11月1日

～平成19年3月16日、

平日9時～17時

鹿屋社会保険事務所

0994-42-5121

（　　）



広報 きんこう  2006.1111

「
世
界
エ
イ
ズ
デ
ー
」
に
お
け
る

休
日
H
I
V
相
談
・
検
査
の
実
施

　
　

月
１
日
（
金
）
は
「
世
界
エ
イ

12
ズ
デ
ー
」
で
、　

月　

日
（
木
）
か

11

16

ら　

月　

日
（
金
）
ま
で
の
１
か
月

12

15

間
は
「
鹿
児
島
レ
ッ
ド
リ
ボ
ン
月
間
」

で
す
。

　

こ
の
時
期
に
、
エ
イ
ズ
・
H
I
V

に
関
す
る
正
し
い
知
識
な
ど
の
啓
発

と
受
検
し
や
す
い
環
境
の
整
備
を
図

る
た
め
、
休
日
H
I
V
相
談
・
検
査

を
実
施
し
ま
す
。

●
日
時　

平
成　

年　

月
3
日
（
日
）

18

12

午
前
９
時
～
午
後
３
時
ま
で

●
場
所　

鹿
屋
保
健
所

●
内
容　

エ
イ
ズ
及
び
H
I
V
に
関

す
る
相
談
へ
の
対
応
、
V
T
R
視

聴
サ
ー
ビ
ス
、
H
I
V
即
日
検
査

（
匿
名
で
受
検
で
き
、
原
則
無
料
。

検
査
か
ら
結
果
判
明
ま
で
の
所
要

時
間
は
１
時
間
程
度
）

■
問
い
合
わ
せ
先

　

鹿
屋
保
健
所
保
健
予
防
課

　

察
0
9
9
4−

　

−

3
1
0
7

43

石
綿
関
連
業
務
に
従
事
し
た
た

め
疾
病
に
罹
患
さ
れ
た
方
及
び

こ
れ
が
原
因
で
死
亡
さ
れ
た
方

の
ご
遺
族
の
皆
様
へ

　

現
在
、
鹿
児
島
労
働
局
で
は
、
石

綿
関
連
業
務
の
た
め
、
健
康
被
害
に

あ
わ
れ
た
方
や
お
亡
く
な
り
に
な
っ

た
方
の
ご
遺
族
の
方
が
早
期
に
必
要

な
給
付
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。

　

ご
請
求
の
際
、
条
件
に
応
じ
次
の

2
種
類
の
い
ず
れ
か
を
ご
請
求
い
た

だ
き
ま
す
。

○
平
成　

年
3
月　

日
以
降
に
お
亡

13

27

く
な
り
に
な
っ
た
方
の
ご
遺
族
又

は
健
康
被
害
に
あ
わ
れ
た
方
ご
本

人
→
労
災
保
険
法
に
よ
る
遺
族
補

償
給
付
等
の
保
険
給
付
の
対
象

○
平
成　

年
3
月　

日
以
前
に
お
亡

13

26

く
な
り
に
な
っ
た
方
の
ご
遺
族
→

石
綿
救
済
法
に
よ
る
特
別
遺
族
給

付
金
の
対
象

　

以
下
の
こ
と
か
ら
、
お
心
当
た
り

の
あ
る
方
は
、
速
や
か
に
鹿
児
島
労

働
局
又
は
最
寄
り
の
労
働
基
準
監
督

署
に
ご
相
談
下
さ
い
。

陰
特
別
遺
族
給
付
金
及
び
労
災
保
険

法
の
遺
族
補
償
給
付
等
の
請
求
が

認
め
ら
れ
る
期
間
に
は
制
限
が
あ

り
ま
す
。

例：

特
別
遺
族
給
付
金
（
石
綿
救
済

法
）
→
法
令
に
よ
り
平
成　

年
3

21

　

◆ 
お
知
ら
せ

お知らせコーナー

～information～

11月

月　

日
以
降
の
請
求
は
認
め
ら
れ

27
ま
せ
ん
。

例：

遺
族
補
償
給
付
（
労
災
保
険
法
）

→
被
災
労
働
者
が
死
亡
さ
れ
た
日

の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
5
年
で
受

給
権
が
消
滅
し
ま
す
。（
時
効
）

隠
特
別
遺
族
給
付
金
に
か
か
る
年
金

は
、
制
度
上
、
請
求
を
受
け
た
翌

月
分
か
ら
支
給
さ
れ
ま
す
の
で
、

請
求
が
遅
く
な
る
ほ
ど
受
給
総
額

が
減
少
し
ま
す
。

韻
時
間
が
経
つ
と
認
定
に
必
要
な
医

学
的
資
料
の
入
手
が
困
難
に
な
り

ま
す
。

例：

エ
ッ
ク
ス
線
フ
ィ
ル
ム
、
C
T

な
ど
の
検
査
記
録
の
法
廷
保
存
年

限
は
3
年
間
で
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

鹿
児
島
労
働
局
労
働
基
準
部

　

察
0
9
9−

2
2
3−

8
2
7
9

国
の
教
育
ロ
ー
ン
の
ご
案
内

　

国
の
教
育
ロ
ー
ン
は
、
入
学
、
在

学
に
か
か
る
費
用
を
補
う
公
的
な
融

資
制
度
で
す
。

●
ご
利
用
い
た
だ
け
る
方

　

ご
融
資
の
対
象
と
な
る
学
校
に

入
学
、
在
学
さ
れ
る
方
の
保
護
者

な
ど
で
、
世
帯
の
年
間
収
入
が
給

与
所
得
者
に
つ
い
て
は
９
９
０
万

円
以
内
、
事
業
所
得
者
に
つ
い
て

は
７
７
０
万
円
以
内
の
方
（
世
帯

の
年
間
収
入
に
は
、
配
偶
者
な
ど

の
収
入
も
含
ま
れ
ま
す
。）

●
ご
返
済
期
間

　
　

年
以
内

10
●
据
置
期
間

　

在
学
期
間
内
で
元
金
の
ご
返
済

を
据
え
置
く
こ
と
が
出
来
ま
す
。

（
ご
返
済
期
間
に
含
ま
れ
ま
す
。）

●
保
証

（
財
）
教
育
資
金
融
資
補
償
基
金

ま
た
は
連
帯
保
証
人
（
１
名
以
上
）

●
利
率

　

年
２
・　

％
４５

　

（
平
成　

年　

月
１
日
現
在
）

１８

１０

●
対
象
校

高
校
、
短
大
、
大
学
、
大
学
院
、

専
修
学
校
、
各
種
学
校
な
ど

■
問
い
合
わ
せ
先

　

国
民
生
活
金
融
公
庫
鹿
屋
支
店

　

融
資
相
談
係

　

察
0
9
9
4−

　

−

5
1
4
1

42

ご
存
知
で
す
か
「
税
を
考
え
る
週
間
」

　

月　

日
か
ら　

日
ま
で
は

１１

１１

１７

「
税
を
考
え
る
週
間
」
で
す
。

　

税
金
は
、
私
た
ち
国
民
が
豊
か
で

安
定
し
た
暮
ら
し
が
で
き
る
よ
う
に
、

国
や
地
方
公
共
団
体
が
活
動
す
る
た

め
の
大
切
な
財
源
で
す
。

　

「
税
を
考
え
る
週
間
」
は
、
国
民
生

活
に
深
い
か
か
わ
り
を
持
っ
て
い
る

税
に
つ
い
て
、
そ
の
意
義
（
必
要
性
）

及
び
役
割
（
使
途
）
や
税
務
行
政
の

現
状
を
分
か
り
や
す
く
説
明
す
る
と

と
も
に
、
国
民
の
皆
様
に
、
よ
り
能

動
的
に
税
の
仕
組
み
や
目
的
を
「
考

え
」
て
、
国
の
基
本
と
な
る
税
に
対

す
る
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く
た
め

に
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
す
。

　

今
年
の
「
税
を
考
え
る
週
間
」
は
、

「
少
子
・
高
齢
社
会
と
税
」
を
テ
ー

マ
と
し
て
、
各
種
の
広
報
・
広
聴
活

動
を
行
う
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

■
鹿
屋
税
務
署

　

察
0
9
9
4−

　

−

3
1
2
7
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「
第　

回
人
権
週
間
」

58

　

法
務
省
及
び
全
国
人
権
擁
護
委
員

連
合
会
で
は
、「
人
権
デ
ー
」
を
最
終

日
と
す
る
１
週
間
、　

月
４
日
か
ら

12

　

日
ま
で
を
「
人
権
週
間
」
と
定
め
、

10広
く
国
民
に
呼
び
か
け
、
人
権
尊
重

思
想
の
普
及
高
揚
を
図
っ
て
い
ま
す
。

●
育
て
よ
う
一
人
一
人
の
人
権
意
識

−

思
い
や
り
の
心
・
か
け
が
え
の

な
い
命
を
大
切
に−

☆
女
性
の
人
権
を
守
ろ
う

☆
子
ど
も
の
人
権
を
守
ろ
う

☆
高
齢
者
を
大
切
に
す
る
心
を
育

て
よ
う

　

様
々
な
人
の
人
権
を
守
り
、
差
別
、

偏
見
を
な
く
し
ま
し
ょ
う
。

　

法
務
局
と
人
権
擁
護
委
員
は
、
人

権
侵
害
の
相
談
を
受
け
た
り
、
人
権

侵
害
に
よ
る
被
害
を
受
け
た
方
を
救

済
す
る
た
め
に
措
置
を
講
じ
て
い
ま

す
。

●
第　

回
人
権
週
間
「
県
下
一
斉
電

58
話
人
権
相
談
」

日
時　

平
成　

年　

月　

日
（
日
）　

18

12

10

　

◆ 
案　

内
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平成18年11月1日現在

対先月号比

（△６）10,160人人　口

（△１）4,773人男

（△５）5,387人女

（＋１０）4,391戸世帯数

△は減少  

人口の動き 大
根
占
地
区

　

・
現
在
空
い
て
お
り
ま
せ
ん
。

田
代
地
区

　

・
現
在
空
い
て
お
り
ま
せ
ん
。

お
問
い
合
わ
せ
及
び
入
居
希
望
の
方
は
、
企

画
課
又
は
地
域
振
興
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

町
営
住
宅

空
き
家 
状
況

（　

月
6
日
現
在
）

11

休日の在宅当番医

※諸事情により変更となる場合がありますのでご利用の
前にお問い合わせください。

電話番号病　院　名月　日

24-2153津崎医院11月12日

22-2658大根占医院11月19日

22-3111肝属郡医師会立病院11月23日

22-0137長浜医院11月26日

24-2977じょうさいクリニック12月 3 日

25-2575熱畑クリニック12月10日

受
付
時
間

午
前　

時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

10

電
話
番
号　

0
5
7
0−

7
0
0
7
8
3
（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

※
Ｐ
Ｈ
Ｓ
、
Ｉ
Ｐ
電
話
か
ら
は
接
続

で
き
ま
せ
ん
。

　
　

家
庭
内
の
も
め
ご
と
や
隣
近
所

と
の
ト
ラ
ブ
ル
、
い
じ
め
や
差
別

な
ど
、
悩
み
や
困
り
ご
と
が
あ
っ

た
ら
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。
秘
密
は
厳
守
さ
れ
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先
、
申
請
場
所

　

鹿
児
島
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課

　

察
0
9
9−

2
5
9−

0
6
8
4

全
国
一
斉
「
女
性
の
人
権
ホ
ッ

ト
ラ
イ
ン
」
強
化
週
間

　

「
女
性
に
対
す
る
暴
力
を
な
く
す

運
動
」
期
間
中
（
毎
年　

月　

日
～

１１

１２

同
月　

日
）
に
、
特
別
電
話
相
談
日

２５

を
開
設
し
ま
す
。

　

夫
・
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
の
暴
力
や

職
場
等
に
お
け
る
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
、

そ
の
他
、
女
性
を
め
ぐ
る
人
権
問
題

で
お
困
り
の
方
は
、
ひ
と
り
で
悩
ま

ず
に
お
電
話
く
だ
さ
い
。

●
実
施
機
関

鹿
児
島
地
方
法
務
局

鹿
児
島
県
人
権
擁
護
委
員
連
合
会

●
実
施
日
時
等

期
間　

平
成　

年　

月　

日
（
月
）　

18

11

13

　
　
　

か
ら　

月　

日
（
日
）

11

19

時
間　

平
日　

午
前
８
時　

分
か
ら

30

　
　
　

午
後
７
時　

分
ま
で

30

土
曜
日
・
日
曜
日　

午
前　

時
か
ら

10

午
後
５
時
ま
で

●
電
話
番
号

　

女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　

0
5
7
0−

0
7
0−

8
1
0

（
通
話
料
が
１
８
０
秒
に
つ
き
、
お

よ
そ
８
・
５
円
か
か
り
ま
す
。）

●
相
談
員

　

法
務
局
職
員
及
び
人
権
擁
護
委
員

が
相
談
に
応
じ
、
秘
密
は
厳
守
さ
れ

ま
す
。

■
問
い
合
せ
先

　

鹿
児
島
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課

　

察
0
9
9−

2
5
9−

0
6
8
4

　

月　

日
（
日
）
か
ら　

月　

日

12

10

12

16

（
土
）
ま
で
は
「
北
朝
鮮
人
権
侵

害
問
題
啓
発
週
間
」
で
す
。

　

平
成　

年
６
月
に
、
北
朝
鮮
当
局

18

に
よ
る
人
権
侵
害
問
題
に
関
す
る
国

民
の
認
識
を
深
め
る
と
と
も
に
、
国

際
社
会
と
連
携
し
つ
つ
北
朝
鮮
当
局

に
よ
る
人
権
侵
害
問
題
の
実
態
を
解

明
し
、
及
び
そ
の
抑
止
を
図
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
、「
拉
致
問
題
そ
の

他
北
朝
鮮
当
局
に
よ
る
人
権
侵
害
問

題
へ
の
対
処
に
関
す
る
法
律
」
が
施

行
さ
れ
ま
し
た
。

　

北
朝
鮮
当
局
に
よ
る
人
権
侵
害
問

題
に
対
す
る
認
識
を
深
め
ま
し
ょ
う
。

■
問
い
合
せ
先

　

鹿
児
島
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課

　

察
0
9
9−

2
5
9−

0
6
8
4



広報 きんこう  2006.1113

戸
籍
に
関
し
て
は

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
は
掲
載
致
し
て
お
り
ま
せ
ん

（10月１日～31日）
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「2006エアーメモリアル in かのや」事業

第第第第第第第第第第６６６６６６６６６６第６回回回回回回回回回回回ツツツツツツツツツツーーーーーーーーーーツールルルルルルルルルルル・・・・・・・・・・ドドドドドドドドドド・ド・・・・・・・・・・おおおおおおおおおお・おおおおおおおおおおおすすすすすすすすすすみみみみみみみみみみササササササササササイイイイイイイイイイククククククククククリリリリリリリリリリンンンンンンンンンンおすみサイクリングググググググググググ大大大大大大大大大大会会会会会会会会会会開開開開開開開開開開催催催催催催催催催催大会開催

　１１月９日（木）から１５日（水）にかけて秋

季全国火災予防運動が実施されます。

　これからの季節は、火を取り扱う機会が多

くなり、また、空気が乾燥して、火災が発生

しやすい気候となります。

　火災を起こさないために、右の事項に気を

つけましょう。

 平成１８年度全国統一標語 

「消さないで　

　　あなたの心の

　　　　　注意の火。」

　第６回ツール・ド・おおすみサイクリング大会が

下記の日程で開催されます。

　コースは、かのやばら園（霧島ヶ丘公園）を出発

し、錦江町を通過するコースとなっております。

　大会は、公道を使用して行われますので、交通に

影響があるかと思われますが、皆様のご理解とご

協力をよろしくお願いします。

　また、沿道でのご声援も併せてお願いします。

開催日　平成18年11月26日（日）

　　　　　　　チャレンジコース（110灼）

　　　　　　　９時30分スタート

　　　　　　　ファミリーコース（30灼）

　　　　　　　９時45分スタート

●　

月
2
・
３
日
に
生
涯
学
習
推
進
大

11
会
・
文
化
祭
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
今

年
も
多
く
の
舞
台
発
表
や
展
示
が
あ

り
ま
し
た
。（
詳
細
は　

月
号
に
掲
載

12

し
ま
す
。）

●
こ
れ
か
ら
の
季
節
、
だ
ん
だ
ん
と

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
が
流
行
し
て
き
ま

す
。
町
で
は
、
町
民
を
対
象
に
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
を
錦
江
町
及

び
南
大
隅
町
の
医
療
機
関
で
受
け
た

場
合
に
、
1
、
0
0
0
円
の
助
成
を

行
っ
て
お
り
ま
す
。（
詳
し
く
は
9
月

号
に
掲
載
）
予
防
接
種
を
受
け
て
か
ら

効
果
が
現
れ
る
ま
で
、
３
～
４
週
間

か
か
る
よ
う
で
す
の
で
、
流
行
前
に

予
防
接
種
を
受
け
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、

予
防
接
種
以
外
に
も
、
十
分
な
休
養
、

体
力
や
免
疫
力
を
高
め
る
、
バ
ラ
ン

ス
よ
く
栄
養
を
と
る
な
ど
と
い
っ
た

こ
と
を
普
段
か
ら
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

■発  行　錦江町役場

■編  集　企画課

　〒893-2392

　鹿児島県肝属郡錦江町城元９６３

　察0994-22-3032　胃0994-22-1951

■錦江町ホームページアドレス

　 http://www.town.kinko.lg.jp

編編
集集
後後
記記

住宅防火　いのちを守る　７つのポイント
－３つの習慣・４つの対策－

　３つの習慣

●寝たばこは、絶対やめる。

●ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。

●ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。

　４つの対策

●逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。

●寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎

品を使用する。

●火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器などを設

置する。

●お年寄りや体の不自由な人を守るために、隣近所の協力

体制をつくる。

秋季全国火災予防運動




